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禁
漁
制
度
に
つ
い
て

雑

第

禁
漁
制
度
の
意
義

錐

第
融
制
度
に
つ
い
て 岡

( 

ー
) 

本

清

書長

設
に
一
般
的
の
考
幾
に
入
ら
む
占
ず
る
針
象
は
、
同
民
の
漁

業
的
活
動
に
封
し
て
行
は
る
九
回
家
的
統
制
白
一
一
聞
に
属
す

-
吊
禁
漁
の
制
度
で
あ
る
。
閥
ム
問
自
禁
胤
制
度
と
は
、
闘
民
の

漁
業
的
活
動
に
於
け
る
自
由
に
到
す
る
制
限
的
干
渉
'
と
し
て
自

ら
を
表
現
す
る
所
の
岡
家
的
施
設
の
一
関
系
在
意
味
す
る
。
闘

出
振
が
図
民
の
品
開
業
的
活
動
民
制
し
て
示
せ
る
態
度
E
幡
史
的
に

翻
れ
ば
(
英
古
利
袖
川
政
史
に
於
て
批
判
K
著
し
く
宥
取
す
る
と
と

を
縛
る
)
大
凡
一
ニ

ι分
た
れ
る
o

直
前
主
識
の
時
代
に
め
り
て

は
、
近
代
的
闘
出
品
創
成
の
大
目
的
は
、
園
出
棋
を
し

τ圃
民
的
漁

業
樹
立
の
政
策
を
立
て
し
め
、
岡
家
は
園
川
山
田
漁
業
的
問
動
に

直
接
的
た
る
保
謎
換
脚
と
制
限
干
渉
占
の
態
度
を
示
し
た
白
E

あ
る
が
、
衣
で
白
山
主
義
の
時
代
に
入
る
や
、
図
録
は
岡
氏
白

漁
業
的
活
動
に
射
す
る
直
接
的
閥
興
の
乎
を
引
車
、
漁
業
は
.

如
何
た
る
時
期
K
如
何
な
る
場
所
に
於
て
如
何
段
る
漁
具
・
漁

法
主
以
て
た
さ
る
h
も
、
漁
業
者
各
仰
の
白
山
に
放
仔
せ
ら
れ

介
。
然
る
に
己
の
時
代
K
於
け
る
漁
業
の
著
し
き
貧
民
は
漁
業

界
に
新
た
る
問
闘
を
生
ぜ
し
め
、
再
び
園
山
識
を
し
て
困
民
の
漁

業
的
活
動
に
何
等
か
白
干
渉
を
企
て
し
む
る
に
至
っ
た
。
近
代

第
二
十
丸
巷

大

丸

部
四
腕

一
四
七



雑

錐

禁
漁
制
度
に
つ
い
て

的
立
法
に
於
て
は
、
何
れ
の
闘
も
そ
の
困
対
の
漁
業
的
活
動
を

漁
業
者
各
仰
の
白
山
に
放
任
す
る
と
と
な
く
、
何
等
か
の
形
に

於
て
そ
の
白
山
主
制
限
せ
む
と
す
る
の
施
設
を
有
す
る
。
斯
く

の
如
吉
兆
誌
の
一
酬
府
系

t
m刑
し
て
禁
漁
制
度
と
い
ム
。

間
ト
ホ
が
問
問
の
ぬ
治
的
荷
動
の
白
山
を
制
限
す
る

K
於
て
採

加
す
る
川
の
施
設
は

モ
白
成
立
の
過
程
忙
着
眼
す
れ
ば
、

つ
K
分
。

τ考
ヘ
仁
一
恥
品
。

I~II 
-r， 

悶
民
の
漁
業
州
市

動
に
参
興
す
る
自
由
に
町
閉
山
す
る
制
限
で
あ
る
。
水
両
は
土
地
と

一
般
的
陀
は
そ
の
上
に
個
人
的
所
有
棋
が
成
立
す
P
Q

と
と
な
心
、
水
聞
の
利
用
は
人
川
の
自
由
に
解
放
せ
ら
れ
て
ゐ

は
具
り

る
o
水
回
の
漁
業
的
利
用
に
於
て
も
亦
然
り
、
何
人
と
蛾
も
自

出
陀
漁
業
的
活
動
陀
参
興
す
る
と
と
を
得
る
を
以
て
原
則
と
す

る
。
然
る
に
困
一
式
は
と
の
原
則
を
制
限
し
.

一
定
靴
類
の
漁
業

を
以
て
禁
止
的
漁
業
と
定
め
、

ζ

白
種
の
漁
業
主
園
児
D
前
に

開
放
せ
十
、
困
民
の
と
の
租
の
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
干
叫
ん
止

す
る
。
斯
〈
の
如
き
禁
止
は
経
封
的
危
る
も
の
と
相
釘
的
な
る

も
の
と
あ
り
、
相
羽
的
な
る
も
の
に
在
り
で
は
、

一
定
の
傑
件

の
下
に
於
て
己
れ
を
替
ま
ん
と
す
る
者
に
許
可
又
は
免
許
せ
ら

第
-
一
十
丸
谷

Yミ

O 

第
四
説

四
A 

れ
る
o

漁
業
の
成
立
に
特
に
許
可
叉
は
呂
田
詐
な
る
行
政
鹿
分
E

要
す
eE
せ
ら
る
ミ
鮪
に
着
服
し
て
、

E
O
種
白
漁
業
は
許
可
漁

業
又
は
菟
許
漁
業
主
稲
し
E
白
山
漁
業
主
直
別
せ
ら
れ
、
叉
己

の
極
の
油
業
主
一
棺
系
と
し
て
視
察
す
れ
ば
、
漁
業
の
許
可
制

度
又
は
菟
許
制
度
と
し
て
、
次
R
油
ぷ
る
単
な
る
禁
漁
制
度
占

は
函
別
せ
ら
れ
る
。
ご
は
、
即
ち
、
原
則
的
忙
闘
民
の
参
興
自

白
山
が
聞
か
れ
た
る
漁
業
か
れ
於
可
、
又
は
許
可
誠
は
完
的
比
]

り
て
成
立
し
た
る
漁
業
に
於
て
、
岡
民
の
享
受
す
る
漁
業
的
措

動
の
自
由
民
封
す
る
制
限
・
禁
止
で
あ
る
。
斯
か
る
自
由
の
制

眠
た
る
や
常
に
園
家
椛
力
主
仲
ム
所
の
も
の
に
し
て
、
と
の
闘

家
的
施
設
の
一
組
系
を
以
て
禁
漁
制
度
と
呼
ぶ
。
禁
漁
制
度

は
.
故
に
、
岡
家
槽
力
に
基
礎
づ
け
ら
る
L
貼
に
於
て
、
漁
業

者
各
個
人
加
の
白
山
意
思
に
基
く
漁
業
的
動
の
禁
止
・
制
限
か

ら
区
別
せ
ら
れ
る
。
次
に
禁
漁
制
度
は
、
後
に
辿
ぷ
る
が
如
き

岡
氏
経
済
政
策
的
目
的
主
有
す
る
η

印
ち
、
水
田
仲
の
漁
業
的
側

仙
主
永
久
に
継
持
し
、
漁
業
者
の
漁
利
享
受
白
機
曾
を
均
等
な

ら
し
め
ん
と
F
る
目
的
主
有
す
る
。
己
の
献
に
つ
い
て
禁
漁
制

度
は
、

経
済
政
策
的
目
的
以
外
の
目
的
に
出
づ
る
、
図
民
の
漁



業
的
荊
動
の
禁
止
。
制
峡
と
は
底
別
せ
ら
れ
る
。
最
後
に
禁
漁

制
度
は
、
水
間
件
の
漁
業
的
慣
他
の
恒
久
的
維
持
主
目
的
と
す
る

・
と
は
い
え
モ
の
容
慨
が
図
民
の
漁
業
的
活
動
た
る
献
に
於
て
、

仙
の
水
外
白
漁
業
的
慣
値
維
持
の
施
設
と
は
直
別
せ
ら
れ
、
叉

消
極
的
に
図
民
の
漁
業
的
活
動
の
白
山
の
禁
・
制
に
よ
っ
て
水

界
の
漁
業
的
憤
値
を
維
持
せ
む
し
と
す
る
舶
に
於
て
、
税
制
的
危

る
胤
業
間
同
国
値
靖
進
の
施
設
主
は
異
る
。

以
上
主
要
約
し
て
、
禁
漁
制
度
ル
丘
、
水
界
の
漁
業
的
倒
倣

を
恒
久
民
維
持
し
、
漁
利
の
普
通
的
享
受
を
寅
現
す
る
た
め

κ、
同
氏
の
漁
業
的
活
動
白
白
山
を
禁
止
・
制
限
す
る
図
家
的

施
設
の
慢
系
で
あ
る
、
と
定
義
す
る
己
主
が
出
来
る
。

j沼

禁
漁
制
度
の
存
在
理
由

図
家
が
図
民
白
漁
業
的
活
動
の
自
由
主
禁
制
す
る
は
、
漁
業

に
於
け
る
国
民
経
済
的
目
的
に
出
づ
る
場
合
止
、
然
ら
ざ
る
場

合
と
が
あ
る
。
図
民
経
済
的
目
的
以
外
の
目
的
は
種
々
雑
多
で

あ
る
。
宗
教
的
意
義
よ
り
漁
業
の
銭
制
せ
ら
る
L
場
合
、
保
健

衛
生
白
見
地
よ
り
漁
業
の
禁
制
せ
ら
る
h

場
合
、
或
は
園
防
又

雑

録

禁
漁
制
度
に
つ
い
て

は
軍
事
上
の
必
要
あ
る
に
よ
っ
て
漁
業
の
強
制
せ
ら
る

h

場

合
白
酎
申
術
研
究
そ
の
他
の
調
裂
の
必
嬰
あ
る
に
」
っ
て
い
鈴
制
せ

ら
お
o
h

場
合
、
或
は
他
白
産
業
部
門
ー
と
の
閥
係
に
於
て
、
例
へ

ば
、
船
舶
の
航
行
・
碇
舶
・
繋
留
の
必
要
の
た
め
、
叉
水
底
電
紘

敷
設
等
一
般
公
毎
と
の
闘
係
正
於
て
、
漁
業
の
禁
制
せ
ら
る
i
h

い
つ
れ
も
漁
業
に
於
け
る
閑
民
経
済
的
目

的
以
外
山
目
的
K
出
づ
る
も
の
で
あ
る

J

苔
誌
の
問
題
と
す
る

場
合
の
如
き
は
、

禁
漁
制
度
は
、
漁
諜
ド
於
吋
る
同
氏
縦
拙
刑
政
鋭
的
同
的
よ
り
山

づ
7

匂
園
民
の
漁
業
的
活
動
の
白
山
の
制
限
・
禁
止
の
制
度
で
あ

る。
禁
漁
制
度
の
目
的
は
、

-
に
圃
民
の
漁
業
的
利
訴
の
現
在
特

来
平
均
の
原
則
と
、
こ
に
困
民
の
漁
業
的
利
証
に
釣
す
る
機
曾

均
等
の
原
則
と
に
あ
る
。
前
者
同
漁
業
的
活
動
の
針
象
売
る
水

族
の
恒
久
的
保
存
の
見
地
に
立
ち
、
後
者
は
漁
業
閥
係
正
於
げ

る
枇
曾
政
策
的
腕
賠
に
立
脚
す
る
。
何
れ
の
原
則
も
、
漁
業
的

利
担
祉
の
非
無
限
性
即
ち
水
族
の
非
無
謀
性
た
る
事
寅
在
、
漁

業
に
於
け
る
天
然
資
源
の
非
個
人
的
所
有
制
と
る
事
賓
と
に
基

礎
づ
け
ら
れ
、
園
民
の
漁
携
能
力
の
護
展
に
保
件
づ
け

ιれ
る
。

第
二
十
丸
谷
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雑

曲

禁
漁
制
度
に
つ
い
て

凡
そ
現
時
に
於

τも
‘
漁
業
は
一
般
的
に
、

そ
れ
に
於
け
る

人
間
待
働
占
労
働
釘
象
と
の
閥
係
に
着
服
す
れ
ば
、
採
取
的
産

業
に
し

τ、
人
聞
は
自
ら
播
か
宇
緋
さ
w
h

る
所
に
於
て
牧
獲

し
、
資
源
の
還
元
は
と
れ
を
全
く
自
然
的
作
用
に
委
ね
る
o
故

に
一
定
阪
城
白
水
間

H
つ
い

τ見
れ
ば

人
聞
の
漁
掛
力
止
水

界
資
源
の
自
然
的
還
元
力
と
の
聞
に
均
術
を
失
す
る
忙
至
ら

ば
、
設
水
町
凪
械
の
生
産
性
は
刷
削
減
す
ゐ
。
人
削
の
漁
粉
力
被

展
に
仲
ム
水
界
生
産
性
遮
械
の
傾
向
は
、
匝
剖
的
の
狭
随
た
る

水
昇
に
於
て
著
し
〈
現
は
れ
る
。
持
洋
の
生
産
性
の
無
謀
減
、

ト
ロ
ー
ル
漁
業
の
致
建
と
引
に
論
議
せ

非
保
謙
臓
の
議
論
は
、

ら
れ
た
る
所
で
あ
る
が
、
仮
令
F

部
愉
者
の
説
く
が
如
く
に
生

物
園
申
的
に
は
無
量
蹴
た
り
と
し
て
も
、
経
済
接
的
意
誌
に
於
け

る
生
産
性
遁
滅
。
現
象
戸
海
洋
に
於
て
も
現
は
れ
る
。
即
ち
水

界
生
産
性
遁
械
の
傾
向
は
、
河
川
湖
沼
等
比
較
的
に
間
棋
の
限

ら
れ
た
る
水
界
(
淡
水
漁
場
)
及
び
栴
洋
に
在
り
て
は
内
戸
時
又
は

沿
岸
(
沿
岸
漁
場
)
よ
り
漸
次
外
洋
に
向
っ
て
波
及
し
、
従
っ
て

禁
漁
制
度
も
、
水
族
の
非
向
車
性
心
最
も
明
に
現
は
れ
且
つ
最

も
深
く
意
識
せ
ら
れ
た
る
淡
水
漁
場
並
び
に
内
閣
間
・
沿
岸
漁
場

第
二
十
大
谷

第
四
掠

一
貫

O

に
於
て
夙
く
よ
り
成
立
し
、
漸
次
南
海
に
も
繍
張
せ
ら
れ
つ
ミ

あ
る
。
〔
高
海
に
於
け
る
禁
漁
施
設
は
園
際
的
意
義
を
有
す
る

と
と
が
多
い
。
〕
禁
漁
の
施
設
は
、
故
に
、
人
聞
の
原
始
生
活
。

簡
単
怠
る
漁
掛
よ
り
近
代
的
漁
業

ω複
雑
に
し
て
漁
携
力
の
大

-E
る
組
織
K
進
展
す
る
過
程
K
於
て
、

水
日
仲
資
制
似
の
自
然
的
遺

元
力
主
人
間
の
漁
業
的
川
町
倒
・
資
本
と
の
聞
の
比
例
閥
係
主
過

首
た
ら
し
め
ん
・
と
す
る
一
の
姐
臨
乎
段
に
し
て

そ
の
日
的
主

す
る
所
は
、
水
界
の
生
産
性
主
保
持
し
、
そ
山
岡
民
経
情
的
債

値
在
確
保
せ
む
と
す
る
鮪
に
あ
る
。
さ
れ
ば
禁
抽
出
制
度
の
存
在

理
由
の
一
は
、
特
に
過
去
及
び
現
在
に
於
け
る
水
田
介
の
現
宜
む

漁
業
的
利
用
に
比
較
し
て
そ
の
将
米
に
於
け
る
生
産
(
漁
業
的

利
用
)
の
可
能
性
如
何

E
考
慮
し
、
漁
議
に
於
け
る
自
然
的
生

産
市
町
議
E
慎
重
に
管
制
し
、
合
判
的
危
る
禁
制
を
図
民
に
強
制

し
、
水
界
資
源
白
永
久
的
利
用
主
期
す
る
L
C
共
に
、
水
界
の
漁

業
内
資
源
の
自
然
的
建
元
を
促
進
し
、

以
て
岡
氏
の
漁
業
生
産

力
E
維
持
し
、
図
民
の
自
然
的
遺
産
の
慣
他
を
保
持
す
る
に
あ

る
。
水
界
資
源
白
保
持
は
、
先
づ
水
界
資
源
白
過
去
及
び
現
在

の
過
度
の
利
用
心
認
識
に
基
吉
、
次
で
掛
か
る
濫
川
を
防
止
す



る
必
要
と
そ
の
手
段
と
の
考
擦
に
入
る
。
水
回
升
資
源
の
非
無
限

性
の
事
官
並
び
に
そ
の
認
識
は
、

水
回
仲
資
源
の
現
在
利
錠
と
特

来
利
益
と
の
矛
盾
並
び
に
そ
の
認
識
を
生
む
。
禁
漁
制
度
存
在

の
目
的
は
、
掛
か
る
矛
盾
の
調
停
又
は
平
均
に
あ
る
。
今
と
れ

を
漁
業
利
益
の
現
校
及
び
持
燕
平
均
の
原
則
主
名
づ
吋
て
置
か

号。
天
然
資
源
白
現
在
利
鈍
と
将
来
利
益
と
の
平
均
の
原
則
古
賀

現
ず
る
に
は
、
必
十
し
も
凶
家
械
h
の
波
動
に
倹
つ
の
架
な

し
、
主
い
は
れ
る
。
併
し
漁
業
に
於
て
は
他
D
産
業
部
門
に
於

け
る
と
は
異
担
、
そ
の
自
然
的
生
産
嬰
紫
た
る
水
界
費
源
に
つ

き
て
未
だ
一
般
的
に
は
個
人
的
所
有
の
制
度
が
成
主
し
て
ゐ
た

ぃ
。
農
業
に
於
て
は
そ
の
自
然
的
生
産
要
素
た
る
土
地
に
つ
吉

て
私
有
制
度
が
樹
立
せ
ら
れ
て
加
り
、
従
つ
亡
土
地
生
産
性
の

維
持
は
土
地
所
有
者
又
は
土
地
耕
作
者
の
利
己
心
に
よ
っ
て
、

或
る
程
度
ま
で
、
寅
現
せ
ら
れ
得
る
。
然
る
に
漁
業
に
於
て
は

-
般
に
公
共

水
凶
L

と
し
て
、
そ
の
上
に
は
私
有
の
制
度
は
認
め
ら
れ
や
、
従

っ
て
漁
業
者
は
各
主
無
主
物
占
撞
O
利
を
温
求
す
る
も
の
な
る

そ
の
自
然
的
生
産
製
来
た
る
水
界
(
漁
場
)
は
、

雑

韓

禁
漁
制
度
に
づ
い
て

が
故
に
、
漁
業
者
各
個
の
自
利
心
の
護
現
に
よ
っ

τ自
然
的

ι

水
田
伸
一
般
の
生
産
性
の
保
持
せ
ら
る
h

と
と
は
、

必
や
し
も
容

易
で
は
た
い
。
唯
、
特
別
左
右
場
合
、
例
へ
ば
一
定
漁
場
に
於

け
る
漁
業
を
滴
出
す
る
が
如
き
場
合
に
は
、
或
る
程
度
ま
で

ハ
卸
ち
潤
出
利
読
む
極
限
大
・
と
一
致
す
る
純
間
K
於
て
刊
却
つ

て
水
回
仲
生
産
性
の
保
持
が
企
て
ら
る
i
h
E
白
と
が
あ
る
が

般

的
に
は

水
界
生
産
性
の
保
持
を
漁
業
者
各
仰
の
自
利
心
の
設

慌
に
求
む
る
と
と
は
、
漁
業
に
於
け
る
自
然
的
生
底
思
議
の
私

有
制
左
ら
ざ
る
賦
よ
り
見
て
、
殊
に
困
難
伝
る
と
と
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
+
恨
り
に
一
歩
を
鰭
っ
て
、
漁
業
宥
各
例
白

自
覚
に
よ
っ
て
、

そ
の
顧
慮
危
昔
自
利
迫
求
白
土

ι自
ら
制
限

が
加
へ
ら
れ
、
水
界
生
産
性
の
保
持
が
企
て
ら

L

L
止
し
て

も
、
自
然
的
生
産
鼎
識
に
つ
き
て
私
有
制
の
確
立
し
た
る
他
山

産
業
部
門
に
於
け
る
止
問
機
花
、
斯
か
る
制
限
に
は
自
ら
限
度

が
あ
る
。
即
ち
漁
業
者
各
個
の
自
利
心
稜
現
に
よ
る
水
界
養
源

の
保
持
は
、
現
在
財
主
将
来
財
し
と
の
償
仙
時
差
制

ι裁
き
て
平

均
利
子
府
中
(
平
均
割
引
率
)
の
限
度
を
超
え
難
い
で
あ

ιう
。
然

る
に
永
久
的
の
生
命
を
有
す
る
国
家
は
、
自
然
資
源
生
産
性
。

第
二
十
九
谷

"-，、

第
凹
統

E 



報

錯

禁
融
制
度
に
つ
い
て

現
伝
と
将
来
に
剥
し
て

一
個
人
白
志
識
す
る
よ
り
も
治
に
大

な
J
Q
平
均
主
意
識
す
る
と
と
を
得
、
従
っ
て
岡
山
戒
に
於
て
始
め

て
、
永
久
的
利
舗
の
考
慮
よ
り
漁
業
者
各
個
D
自
由
な
る
抽
出
掛

に
成
る
桂
皮
白
抑
制

E
加
ふ
る
の
必
要
主
、
そ
の
目
的
宵
現
白

可
能
在
が

見
山
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

史
ら
に
凶
{
戒
が
禁
漁
的
施
設
に
よ
っ
て
達
成
吐
む
・
と
す
る
目

的

u.
山山
1
4拍
を
し

τ油
業
利
認
を
享
受
す
る
般
品
目
を
均
等
た

ら
し
め
ん
i

と
す
る
に
在
る
。
公
共
水
面
に
於
け
る
漁
業
的
利
益

は
漁
業
者
各
仰
の
自
利
迫
求
白
活
動
に
開
放
せ
ら
れ
た
る
も
白

に
し
て
、
故
虻
若
し
も
そ
の
漁
期
・
漁
場
・
漁
具
・
漁
法
に
於
て
漁

業
者
各
側
の
窓
立
的
自
由
が
無
制
限
に
許
さ
る

Lι
於

τは

水
界
資
源
の
共
有
・
共
君
事

T
そ
の
賓
室
に
悼
り
、

人
白
大
利
払
弔
問

ω不
利
E
生
子
る
結
果
に
陥
る
。
少
数
者
の

利
益
・
と
金
陪

ω
利
鈍
と
の
矛
盾
・
簡
突
は
、
漁
掛
力
の
褒
民
に

伴
ふ
て
激
烈
の
皮
を
増
す
。
図
家
は
閣
民
会
憾
の
利
谷
E
憾
得

し

漁
業
者
全
般
の
利
誌
を
考
直
し
て
、
会
憾
の
不
利
主
導
く

が
如
き
漁
業
活
動
に
一
定
の
制
限
主
加
へ
る
。
今
恨
り
に
禁
漁

制
度
の
こ
の
目
的
を
漁
業
利
U

祉
の
機
合
均
等
白
原
則
と
名
附
け

場
ニ
十
二
曹

，、

四

第
四
醜

五

て
世
か
う
。
漁
業
利
維
の
機
曾
均
等
の
原
則
は
、
海
洋
漁
業
に

於

τ特
に
著
し
く
作
川
せ
し
め
ら
れ
る
心
輩
漁
具
鳩
山
法
は
趨

し
く
複
雑
多
岐
に
し
て
、
漁
業
経
笹
山
規
模
一
様
な
ら
ざ
中
に

よ
る
。
帥
ち
、
近
代
的
大
規
模
漁
業
組
織
の
設
速
が
沿
岸
小
規

模
漁
業
組
織
の
存
立
を
危
く
す
る
聞
向
凡
ゆ
る
陀
至

p
、
閤
家

は
小
規
模
品
開
業
者
保
護
白
目
的
を
以
て
大
山
川
棋
漁
業
者
の
完

全
在
る
自
由
活
動

ι
一
見
時
制
限
骨
加
(
る
。
叶
然
的
制
伎
の
存

在
現
向
は
又
斯
か
る
批
曾
政
策
的
の
意
づ
訟
に
存
す
る
。

園
家
が
水
界
生
産
性

E
維
持
L
、
図
民
の
漁
業
的
利
括
主
永

久
的
且
つ
普
遍
的
た
ら
し
む
る
た
め
に
、
図
比
の
漁
業
的
活
動

を
禁
制
す
る
方
法
は

そ
の
故
に
水
外
資
源
と
漁
抗
力
と
の

比
例
腕
係
の
異
る
に
従
っ
て
異
り

叉
禁
漁
制
度
の
枇
曾
的
・

園
民
経
済
的
意
識
も
、
枇
曾
的
漁
扮
力
の
議
肢
に
伴
っ
て
異

る
。
斯
か
る
方
師
に
閲
す
る
研
究
は
、
漁
業
政
策
白
隠
史
的
設

展
の
跡
を
苓
ぬ
る
に
よ
っ
て
試
み
ゃ
う
と
思
ム
。

禁
漁
制
度
の
経
怖
政
策
的
目
的
は
、
略
ヒ

k
述
の
如
く
で
あ

る
が
、

と
の
目
的
を
官
現
す
る
た
め
に
採
用
せ
ら
る
弘
子
段
と

し
て
如
何
な
る
施
設
が
あ
る
か
。


